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1 9 4 9 年 秋 〜 朝 鮮 戦 4 ^ " に お け る

占 領 政 策 • 講 和 政 策

井 村 喜 代 子

占領政策の展開（1945〜49年）
はじめに ■
第1節管理方式の特徴 

第2節初期占領政策

、 第3節 £ 領政策のr変更J (以上* 本誌72巻2号，1979年4月）
"1949年秋〜朝鮮軟争" における占領政策，講和政策 

はじめに

序 節 "1949年秋〜朝鮮戦争"
第 1節 占領政策，講和政策の辰開 

第2節対日経済政策 （以上，本稿)

は じ め に

1949年秋から1950年にかけ，第 2 次大戦後の世界史は新しい段階に移ったといわれるぐらい重要 

な変化をとげた。

1949年秋, 大戦後の"冷戦"に対し，したがってまたアメリカの世界戦略に対し，きわめて重要な 

影響を与える2 大事件が生じた。ソ連の原爆突験成功（トル- マン大統領，I949.9 .23公表）と，中ぜ 

人民共和国成立(1949‘10,1)である。中国での共産党の勝利はかなり前から予測されたこととはいえ， 

中華人民共和国成立は，中国を第2 次大戦中より大戦以後のアジア戦略の拠点としようとしていた 

アメリカに対して，その政策の完全なる破続をしめすものであった。また，ソ連の原爆開発は，第 

2 次大戦末以降，世界におけるアメリ力の優越的地位を支えてきた原子力独占の崩壊を意味するも 

のであり，しかもそれはアメリ力側の予測よりもかなり平かっただけに，アメリ力にとっては中国 

革命成功以上の衝撃でさえあった◊ 1949年12月以降2 ヶ月にわたる毛沢東のモスクワ滞在，rpjuソ 

友好同盟相5 ：援助条約J の縮結（1950.2. 1 4 )は， 2 っの衝撃の深劾さを~^層痛感させるものであっ 

た。

こうした2 大事件のもとで，アメリカはアジアにおける反共の集団安全保障体制の確* 評 画 （国 

'ま安全保障会譲ニNSC,48/2,1949.12.30 ) , トルーマン大統領による水l i製造の指令（1950 ‘1‘31),大規
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r三田学会雑誌j 73巻5号（1980年10月）
( 1 )

摸な軍ぎ力拡張計画（NSC, 68,1950.4.7) ……と，積極的な軍ぎ的対決の姿勢を強めていったが，

こうしたなかで1950年 6 月25日，朝鮮戦争が勃発したのである0 朝鮮戦-学•は, . ’1949年秋の2大事件 

のもとでの"冷戦，，激化，アメリ力の新しい世界戦略の推進という景のもとではじめて把握でき 

るものであるし，朝鮮戦争によって1949年秋にはじまるアメリ力の新しい世界戦略の方向が快定的 

なものとなっていったのである。"1949年秋〜朝鮮戦争，，とするゆえんである。

. この "1949年秋〜朝鮮戦争" は，アメリカにとっての日本（本土)，沖nilの重要性を格段と高めた◊ 

前稿でみたように, 日本をアジアのr反共の防壁J (，48.1.6. ロイヤル演説）とするという占領政策は 

すでに出されてはいたが，中国革命が勝利し，朝鮮戦争が生じた局面では，アメリカにとっての日 

本，沖綿の意義はそれ以前に考えられていたものよりはるかに重要なものとなった。それゆえアメ 

リ力は，"1949年秋〜朝鮮戦争，，のもとで，日本，沖繩を恒久的にアメリ力のアジア皮共軍事体制 

に組み入れ，その重要な環としていく具体的措置を急いだ。日本に対しては，共産主義的運動に対 

する抑圧体制の仕上げと自衛力の創出を急ぐとともに，国際的にはかかる目的を実現する対日講和 

を急ぐのである。 、

そのさい，アメリカは，日本占領における決定的地位（前稿参照）のもとで自己の好む講和の内容 

と方式を選ぶことができたし，アメリ力占領軍にとってきわめて有利な占領管理方式*管理法体系 

(前稿27〜8貝）にもとづいていわゆる"ポツダム命を十二分に活用しつつ抑圧の確立やま衛カ 

の創出を即時実施することができた。 ,-

そして，この " 1949年秋〜朝鮮戦争" 下に作り上げられた講和条約• 日米安保条約は，占領終了 

後長期にわたって，日米の政治的•軍ぎ的，経済的諸関係を，日本の国際的位置を，その根底にお 

いて規定することとなる。それゆえ，1952年 4 月28日，講和条約，日米安保条約の発効によって6 

年 8 ヶ月に及ぶ占領は終了するものの，それは日本が自由な独立国として国際社会に登場しg 由な 

選択によって国際関係をとり結んでいけるようになったことを意味するものでは決してなかった。 

日本は法的g主;IIを回復する以前に，アメリ力の長期にわたる占領管理を通じてま国の国際的位置 

，国際的方向性を決定されていた0 である。

本稿は，前 稿 （敗軟からI949年までの占領政策の展開）と同様，アメリカの占領政策が戦後日本資本 

主義の展開をその根底において規定したとV、う間題意識にたっての考察である。初期占領政策によ 

る一連の軟後改草や占領政策の転換などについては，近年数多くの研究が行なわれているが，それ 

に反し，本稿で対象とする時期の占領政策，講和政策についてはこれを日本資本主義との関係で考 

察しようとする研究ははとんど無いといってよい。本稿でみるように，この"1949ギ秋〜朝鮮戦争，， 

のもとでは，アメリカの対日政策の中心はあくまでも軍事的なものであったため，国際政治問題‘

注0 ) 秦W彥 r アメリカの対日占領政策j  (  r昭和財政史， ( 3 ) j i  1976年，览洋経済）館 5 章第 1 節を参照。

なお，占鎮政策に力、んする文献については，前 稿 r占領政策の展開（1 ) J  (  fS fU 学会雑誌J  72卷 2 号，1979年 4 月） 

の （注 2 )  (22貝)。
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"1949年秋〜朝鮮戦争"における占領政策，講和政策 

軍事問題としてその研究者に委ねられているのであろう。しかし，この " 1949年秋〜朝鮮戦争，，の 

時期こそは，1955年以降本格化する新鋭重化学工業の創出， "高庞成長"の展開の基盤と方向性が 

確定された時期であって，この時期のアメリカ占領政策，講和政策は，それらに対し決定的な影響 

を-ど-えたのであるから，本稿で対象とする時期の占領政策，講和政策は，前稿でみた時期の占領政 

策と同様に—— ある意味ではそれ以上に，日本資本主義の展開に対して重大な影響を与えたといえ 

よう。もっとも本稿は，アメリカの占領政策•講和政策それ自体を対象とするものであって，新鋭 

重化学工業の創出♦ "高度成長" の展開の基盤と方向性が，この占領政策，講和政策によって躲定 

タれつついかに確定されていったかという問題の総体的把握は，次稿の課題である0

序 節 "1949年秋〜朝鮮戦争"

"1949年秋〜朝鮮戦争" は，"冷戦" とアメリ力の世界戦略，対日政策に対してきわめて重要な諸 

影響を与えた。 ■ .
第 1 に， "冷戦" を，米ソの2大国対立から，資本主義陣営と社会主義陣営との対抗というグH 

一バルなものとすると同時に， "冷戦’’ の主要舞台をヨーロッバからアジアへ移した0 第 2 次大戦 

後， "冷軟，’はヨ 一口ッパを舞台として展開したが，ヨーロッパでは，東欧社会主義諸国の成立を 

みたとはいえ，マーシャル援助による資本主義諸国の経済的復興を基礎として，アメリカ指導のも 

とでの資本主義陣営の結東がすすみ，1949年 4 月 N A TO 成立，5 月ペルリンぜ鎮解除と，一応の 

安定がはかられる。

これに反し，アジアでは，中華人民共和国成立，中ソ同盟条約縮結が実現したうえ，朝鮮半島， 

インドシナの状況もきわめて不安定であったので，1949年末以降アメリカはアジアにおける反共軍 

事体制を確立するべく全力を傾ける0
1949年12月の■ 家安全保障会譲の決定（NSC, 48/2,lM 9. l2.30 )は，共産主義勢力の増大を阻ih 

するために，アジアの譜国における反共勢力を助けつ'集団安全保障体制を形成させていくこと 

を決めた。もっとも，この時期にはアジアにおける具体的戦略はまだ明確ではなかったようであり，

1950年初頭のアチソン国務長官の有名な演説（1950.1.12) は， アメリ力のアジア防衛を強調しつつ
( 2 )

も，アメリカのr防衛線」をアリューシャン列島一日本，琉球ーフィリピンとすることによって， 

プメリ力が朝鮮と台湾を放棄したのかという疑問や論議をよぶことにもなった。ただし，実際には， 

1950年初頭アメリ力のアジアへの介入は急速に積極化し，アチソン演説が論譲をよんで'̂ 、す ことき，

アメリ力はf米韓相2：援助条約」の調印（1950.1.26) を行うとともに，ホー，チ*ミンの勢力が掀 

大していたインドシナでは，1950年 1 月，ソ連と中国のベトナム民主共和国C50.1‘W.独な宣言）の

注（2 ) 斉藤真，永弁陽之助，山本满編f戦後資料，日米関係』（1970年，日本評論社)10〜1嗔。
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r三 ffl学会;̂ 誌j  73卷5 号 （1980年10月）

ま認に対抗し， 2 月ただちにバオダイのベトナム国を嚴認し，5 月以降，フランス軍に対し軍事援 

助を拡大していった。

こタし す こ アジアにおける緊張激化のもとで朝鮮戦争が勃発し? とこで"冷戦"は熱戦となりその 

舞台は完全にアジアに移り，その後アジアは約20年間にわたって戦乱の舞台となるのである。

第 2 に，ソ連の原子爆弾開発によって"核の時代" が出現し， "冷戦’，において草ぎ力のもつ比 

S が急激に強化されていったのに加えて，朝鮮戦争が世界的規模での軍事力強化に拍車をかけてい 

った。

1950年 1 月31日，トルーマン大統領は，ゾ連の原爆開発に対抗する’ベく水!l i 製造を指会すると同

時 に ,国務省，国防智に対してアメリ力の外交. 国防政策の全面的な検討を命令した。その報告結

果を回付された国家安全保障会議は，国防費予算を150億ドルからいっきょに350〜500億ドルへ引

上げることなどを含んだアメリ力の大規模な軍事力拡張計画を決定した(NSC. 68,1950.4.7)^

朝鮮戦争の勃発は，かかる軍事力拡大傾向のなかで生じ，その傾向を決定的なものとした。アメ

リカは1952年11月水爆実験に成功，同じ11月大統領選挙で勝利したアイゼンハワーとダレス（国務

長官）は，従来の「封じ込め（containment policy) j 政策からさらに進んで「まき遊し政策（roU-

back p o lic y ) j を唱え，"力による政策，，を一段と雖化るが，ソ連もまた軍事力による対抗政策を
rd')

強め，1953年 8 月水実験に成功，核の対抗による核の拡大が展開する。 ’

第 3 に， "1949年秋〜朝鮮戦争"は , アメリ力国内の反共思想•冷戦イデオロギ一の高揚，举国-^ 

致的な反共的結束の強化を促し，軍拡路線の実施を容易にするとともに , 資本主義諸国に対■して， 

世界的規模での反共的結束•軍備拡大強化を促す作用をはたした。とりわけ朝鮮戦争について，ア 

メリ力はこれを国際的共産主義による軍事侵略として訴え，アメリ力を中心とする資本主義陣営の 

結束強化，軍事体制強化を推進するために大いに利用した。 6 月27日のトルーマン大統領の武力介 

入声明は挙国一致的な支持をうけ，アメリ力はソ連欠席中の国連安全保障理事:会の決議（7.7)によ 

つて国速軍という形でもって朝鮮戦争に本格的な武力介入をすすめていった。すでに1949年秋の2

注（3 ) 朝鮮戦争勃発についてはいまなお決定的なIE拠がない。

ただ，いずれにしても，朝鮮戦争勃発の基礎に，1949年秋以来，アメリカが急速にアジアの反共軍事体制確立をすす 

めていたことがあった点は認められる。第 1節でみるように，日本においても， 6月はじめより，デモ禁止，镇会の厳 

しい规制など異常なくらいの取綿り強化が実施されていたし戦争勃発の直前，ダレス国務長赏顧間，ジaンソンH 防 

.-長宵，プラジドレー統合参謀本部議長等が来日，マッカーサーと会談している。こわ■らは日本, ‘ 朝鮮，台湾などに,ア 

メリ力力；急速に反共事体制を確立，強化しようとしていることをしめしていた。 .
軟争の最初の桃発が何であれ，北朝鮮が38庇線から南下したのは，李政権の極度の腐敗と弾圧政策に加えて，アメ 

力のこうした,急速な域事化政策のため，朝鮮統一がまゥたく不可能となると判断したためではなかろう力、。

いま一つ，アメリカが参戦したさい，3喷線をこえて北上する決走—— 一' r 現状回復j か ら r現状変更J _ は，従 

来マッカーサーの無謀な独断といわれていたが，最近の米国外交文書錢0ホこより， r朝鮮她ィずるをi ；發，国務おめ部の 

文窗たち……のイニシアチィヴで，プチソン® 務長甘のホ認のもとに始められたという辦3[̂ が， fわ日のもとにさらけだ 

されている。J ( 永并瞬之助 r冷軟の起源J 197がら中央公論社，323風 傍 Aミ永并氏）のも，注目に価する9 
( 4 )  r現代の映争，講座現代（7 ) j  (1963年，潜波掛/ぬおよびその巻末参考力 :献， •

—— m ^ 5 2 )



■ "1949年秋〜劇鮮 "における占領政策，講和政策

大事件のもとで，アメリカ国内では従来の民ま党の軟弱路線に対する非難が锁まっており，1950年 

2 月以降' ジカーシーの" 魔女狩り" が開始されていたが，こうした動きは朝鮮戦争によって一段 

と強化されていった。第 2 次大戦終了後，アメリ力には" 冷戦" 費用拡大に対して，納税者の不满 

による制約があったが, "1949年秋〜朝鮮戦李"はこうした制約をいっきょにふきとばしてしまう 

効果をもっていた0 1950年12月16日，トルーマンは国家非常事態宣言を発表し，アメリカ国内の戦 

時体制化がすすめられた。

他方，アメリカは，朝鮮戦-争による資本主義諸国の反共思想の強まりを利用して, N A TO 諸国 

に反共軍事体制強化を要望し，1950年 9 月26日， N A TO 理事国会議はヨーロツパ統一*軍の設置を 

決定，12月アイゼンハワーがその最高司令官に任命された6 ■

第 4 に，‘'1949年秋〜朝鮮戦争"は，アメリカの対日占領政策，講和政策に対して，したがってま 

たそれを通じて講和以後の日米関係, 日本のf f l際的位置に対して，決定的な影響を与えたが-この 

ことは第1 節以降で考察する。

' ■ -

第 1 節占領政策•請和政策の展開

• ' . '

"1949年秋〜朝鮮戦争，，におけるアメリ力の对日政策の展開を考察するめが本論第1 節,第 2節で 

あるが，前もって注意するならぱ，すでに見たような"1949年秋〜朝鮮戦争" では，アメリカの日 

本に対する関心の中心があくまでも軍事的なものであったということである。アメリ力がなにより 

もまず実施しようとしたのは，アジアにおいて反共軍事体制を早急に確立し，日本（本土)，沖綿を 

检义1^)£この体制に組み入れておくための具体的措置を講じることであった。日本国内に対しては， 

共産主義的，反占領軍的運励に対する抑圧体制の仕上げとHi衛力の創出であり,国際的には上の目 

的をき現する対日講和の缔結であった（第1節)。かかる軍事的，政治的な緊急課題の解決こそが， 

アメリカの対日政策の中心をしめていたのであって，経済問題（第2節）はそれらに対しいわぱ従 

属的位置しか与えられていな.かったといってよい。

( 1 ) アジアの緊張激化のもとで，占領軍が急いだ共途主義的，反占領軍的運動に対する押圧体制 

の仕上げは，朝鮮人4 団体に対する解散指令ニ r 0 体等規正合J の最初の適用（1949.9'8)にはじ 

まるといえる0 ((■在日朝鮮人述盟」365,792名を筆頭に， r在日本朝鮮民主青年同B l i , (•在日本大韓民国居窗 

民ぽ宮城県本部ゎr大韓民P1建国•ぎ年同塩龍本部_|。）アジアの緊張激化のもとで， r団体等規正令J の 

最初の適用が朝鮮人4 団体であったことは注目に価する。朝薛魄争勃発10力月前である。

1950年に入ると，共産党，共産主義的連動に対する抑庄が急速にすすめられる。1950年 3月，r回 

你等規正令J により，日本共;室‘党員の特辦局への昼が強廣される（後のレツド* パ-ジのための資料

— - 9̂ (753)— -
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となる）。マッカーサーは5 月 3 日，憲法3周年記念声明で，日本共産党を激しく非難しr….，.同党

の活動を果してこれ以上憲法で認められた政治運動とみなすべきかどう>  の疑問を生ぜしめるj( 5と，

典産党の非合法化を示唆し，つづく 6 月 6 日には，吉田首相宛書簡で，日本共産党中央委員全員の

公職からの追放を指令し，翌 6 月7 日付同書糖では共産党機関紙r アカハタJ (0内容に厳重警告を

発し，関係責任者17名の追放を指令した。また，6 月はじめより，東京都条令による「あらゆる集

会デモを全面的に禁止J する措置（6‘2) を皮切りに，全国各地セデモの全面禁止，集会の厳重な統

制が実施されるという異常ぎ態が続いていた。 .

朝鮮戦争勃発後，共産党への抑JEは一段と強化され，戦争勃発の翌日，'^ッカーサ一は吉田首相

宛書簡で rアカハタJ 発行の30日間停止を指令， 7 月18日付同唐筒では公共的報道機関の重要性を

強調し rアカハタ及びその後継紙並びに同類紙J の発行の無期限停止を指♦ した。）日本共産党は，

1950年 1 月, 従来採ってきた占領軍に対する把握，それにもとづく占領下での平和革命路線をコミ

ンフォルムによって批判された直後であっただけに，占傲軍による抑圧強化，朝鮮戦争勃究のもと

で混乱をふかめ，占領軍はこの混乱を助長* 利用しつつ抑庄体制を作り上げていったのである。

さらにまたGHQは，労働組合組織に対しても，全国労働組合連絡協議会（全労速）を r反占領軍

的暴力主義的J であると，機関紙（r労働新聞J ) の発刊停止の指令（7.24), r⑥体等規正令」による

組織の解散の指令（8.30)を行なった。

，なお，7 月末以降，こうした一連の占領政策に依拠して，共産党員および同調書の追放一一■いわ

ゆるレッド，バージが急速にすすめられた。レッド•パージは，G H Q の正式指今によるものでは

ないが，最初の新聞，放送関係のレッド，パージは7 月18日付マッカーサー書簡の主旨をうけて実
(10)

施されたし，’ この実施についてはGHQ民間情報教ま局長ニュージュント中佐は， 8 月 3 日この放: 

送 ，新聞関係の解雇がI■時宜を得た勇敢な措置であるばかりでなく , 1950年 7 月18日連合国最高司;

注（5 ) 『資料•戦後20年史（1)j 63頁，労働省IT資料. 労働運動史，昭和25年j1082H。
(6) r資料. 労働運動史，i旧和25年には以上の諸指令が全文掲載されている。
( 7 ) 5月30日にr共産党防衛‘ 平和擁護.耍求貫徹.祖国（朝鮮）統一戦線人民けっ起大会J で新聞記者，学生ら8 AAt 

占倾軍軍人の命合に従わず暴行を加えたとの理由で占領軍によって逮浦され，軍事栽判所にかけられるIlf件が生じた。 
との事件を理filに，治安強化の措置がとられた。
との措置は，直接は警視庁(東京都)，旧警木部（全国国警への指令) によって行なわれたが，極來軍令部はこの集 

会*デモ禁止について，6月25日以降緩和するが，占領軍とその目的に反するものなどについては禁止する覚書(6.17) 
を出していたし，GHQも6月25日以降実施すべき収節耍綱を示しきわめて具体的な取缔りを指示していた（6.19)<*, 
び資料，戦後20̂1ホ OOj150〜15ぽ。）

( 8 ) 以上の諮指合はr資料，労働運動史，昭和?5ギ』に収録されている。
( 9 ) 同上。
( 1 0 ) 労働省 r資料.労働速III史，昭和25架J は，1950ゴド: 6 月 6 日， 6 月 7 日， 6 月26 日， 7 月1 8日のマッカ一サ一の共産 

党 や rアカハタJ に対する声明，書簡にふれた後， rこのような情勢下，新聞放送が関係筋の示唆を受け7 月 24 {：u り 
社内の共産党晨及ぴ同調書の迫放に乘出した……J ( 2 1 7 J < ,伪点# 村）という。 r関係筋の示唆J があったという同後 

のそ{?摘は228；PCにもある。

なお，レダ.ド，パージにかんする占如政策を扱ったものに，竹前栄ニ rアメリカ対日労働政策の研究』（1970卸，日 
本評論社）第2部第4章（2) rレ,メドパ•-ジJ がある。 ■
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"1949年秋〜朝鮮戦争"における占領政策•講和政策
(11)

令官が……述べた書簡の主旨に全く合致するものであるJ との声明を発表，レッド，パージの掀大

に大きな役割を演じた。レッド•パージはその後民間諸産業に拡大されたが，それにっいてもGHQ

は，GHQの命奈でないとしつつも，事実上レッド•パージを促すよう働きかけた。 （GHQエ ー ミ ス

労働課長は9 月25, 26日，石炭，金属鉱山，造船，鉄鎭等10大産業の労使代まを集め，「ffi要産業より共産主義

的破壊分子は排除されるべきであるJ こと，rこの措置は企業経営者及び労組の自覚と責任において実施さるべ

きであり総同合部，政府の命令ではないJ こと，などを伝えた。また10月6 日には繊維，セメント，硫安など： 
■ (12)

の代表に，同様の見解をしめした0 ) レッド，パージは民間企業では新聞放送704名，電力産藥2,137名，

石炭産業2,020名など，計10,972名 （1950.12,10.労働省調査)，公務員では計1,177名（m o .ll.25.人事 
_  (13)
院調查) , にのぽった。

前稿でみたように，占領軍の労働運動に対する抑ぼ，ポツダム政令201号による労働法規の一^大 

変更， ドッジ不況下での大量解雇と下山，三魔，松川！?件におけるフレーム‘ アップにより， 1949 

年後半には，労働運動は壤減状態におち入っていたのであるが，朝鮮戦争下における共産党弹庄，

全労速解散，レッド•バージは，労働運動•社会主義運動に対してさらに追い討ち的打撃を与•える 

ものであった。

以上の諸措置によって，アメリカは，アジアの危機の激化，朝鮮戦争のもとで，重要な戦略基地 

= 日本の治安と占領軍の行動の保障をl i 立していったのである。 ■

( 2 ) さらにまた，マッカーサ一は，1950年年頭の辞で中国が共産主義の支配下に入ったことにふ 

れ，日本の新憲法が自衛権を否定するものではないという発言をしていたが，朝鮮戦争熱発直後， 

在日米軍が朝鮮に出動した空白を埋めるべく，7 月 8 日付ま田首相宛書館で，75,000人からなる国 

家警察予備I赛の新設と海上保安庁の8,000人増員を指令した（8月10日のポツダム政令260号，r鲁察予
(14)

備隊令J によって実施)。これとともに，10月13日，G HQの嚴認によって10,090名にのぽる追放解除

注 ( n ) 『資料 . 労働運勤史，昭和25年』1086貝。

( 1 2 ) 同上，217頁。

なお，わが国政府は，資任の所在をはっきりさせないまま，レ？ド，パージの奨施を促す役割を演じた。10月 9 日， 

労働省労政局長は，各都道府県知-4|f宛通牒を発し，レッド，バージが r® 次のマッカーサー元師の声明及び書简の次第 

もあり，経営者がほ己の企業を破坡から防衛するための措置として行われるものであり, . その限りにおいては憲法，労 

辑法，労基法その他の法令に逸反するものとは解せられない0 J とし， さらにレッド* バージを f具体的に具現するに 

際してJ の注意点までを指示している。（同上，225〜 6 頁）保利労働大ISも同樣の見解をのべている（1 0 . 1 1 , 10‘ 20.同 

.上226〜 7 K )。

( 1 3 ) 同上，1078贺。

( 1 4 ) 在日米軍が朝鮮へ出励したもとで，マジ力ーサ一は至魚，警察予備隊の創設•海上保安隊の增朔を奨施するよう指令， 

その奨施は，ポツダム政令によてきわめて迅速に行なわれた。また，そめための予算措置についても，G H Q は，マ 

プカーサ一の覚書きによれぱ，議会に力、けずに予算後正を即刻出来るとの立場でその実施を迫ったが，日本政府の交渉 

により， 8 月 5 日，議会手続きはとらないが，債務廣還費から180 糖円をその5̂1̂用 に r移用するJ ことに決クた。いず 

れもきわめて早い強引な決定であった。予算措置の経過は，具体的交渉を担ぎした渡辺武氏のr占鎮下の日本財政覚え 

書』（1966年， 日本経済新则社）の r警察予備隊予算j に述べられている◊
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『三田学会雜誌J 73# 5号（1980年10月）

が行なわれ，10月30日には，警察予備隊の幹部充実のために旧職業軍人3,250名の^ 放解除が待/ぶ 

われ，警察予備隊幹部は旧陸海軍中堅幹部から暮， ，任命され^̂̂15。>

自衛力創山. 再軍備に対するアメリ力の要求は，これ以降講和条約の交渉の過程で再三出される 

とととなる。 .

( 3 )他方，アメリカ政府は，"1949年秋〜朝於戦争"のもとで，格段と重耍性を増した日本（本士 )， 

沖綿をアメリ力の反共軍事体制に組み入れるという内容をもった対日講和の実現を急^

' 1Q49年秋以降，アジアの緊張激化のもとで，アメリカ政府は対日講和を急ごうとするが，いくら 

かの難題があった。アメリカにとっての最大の課‘題は，講和領終了後に日本 (本土〉，沖耕!の軍 

事基地の恒久的な利用権を確保し，日本，沖細をふくめた共同防衛体制を確☆ することであったが， 

それについてはもっとも有効，確ぎな具体的方策を確定しなければならなかったし，これに対する 

東南アジア諸国の反対を考慮する必要もあった。他方，中ソ，とくに中国の取り扱いを処理する必 

要があった。 （中華人民共和国は，，49年I 2月6 日にインド* ，50年 1月6 日にイギリスによって承認されてい

た。’50年2 月14日のr中ソち;好同盟援助条約J はその第2条で r......第2次世界戦争中の同盟国とともに出来‘

るだけ早く対日講和条約を蹄結するために努力する.… ... J としている。）ア メリカは1949年秋頃だ_は，ソ％ 

と合意が成立しないときは除外する決意をかためていたが，ソ連などの除外にはその手続きとそれ 

についての国際的波紋を処理する必要があった。また日本国内には,戦争の悲惨な経験と反省にも 

とづいて, 国際対立の--方に組みしてその対立を激化させるような講和を拒否し，全速合国との間 

に平和関係を回復しようとする"全面講和論" が国民のかなり広沉な支持を集めていた。 （"全面講 

和論’’ の寧要な一母体となったr平和間題談話会J は 「講和問題に関する•声明，1950.1.15」の結語で，（1)全 

面講和，（2)i}i独講和反対，（3 )中立，国際連合加入，（4)軍事基地供与反対, を掲げてい(jf。)

朝鮮敝争勃発は，こうしたアメリカの対日講和路線にとってめ障碍をいっきょに除去し，その実 

現を容易にしていった。北鮮軍侵略説，国連軍成立，中国義勇軍出勘，国連総会の中国菲難決議な 

どは，社会主義譜国- とくに卞国を挑除して，アメリカの意図する対日講和♦安全保障体制か実

注( 1 5 ) 防'衛庁編 r 自衛隊10ギ史

( 1 6 ) 講和条約成立にかんする文献は多いが，つぎの'もののみ掲げておく。

F .  0 ‘ D unn, Peace-Making and the Se ttle m e nt w ith  Japan, P rince ton , U n iv e rs ity  P re ss, 1963.
西村熊雄m 本外交史，2 7 , サンフランシスコ平和条約J 1971年，鹿岛研究所出版会（著者は，当時外務翁条約局長 

として講和条約•安保条めにかんする日米交渉などの取狡を担当していた。）

末川}i ! ? ,家永三郎隙修『日米安保条約体制Si!, 2 — 1948〜1960年，日米安保体制の成立J , 1970年，ニ '省 觉 （講和， 

安保条約の成立にかんする国会論議を国会議zjr錄から抜粋，編集したもの。巻末資料編に，関係条約.々換公文書もあ 

る。）

斉藤真他縮n ir後資料， n 米 係 J i m i f i , 日本許論社（講和，安保条約開係の条約，交換公文書，各® 談話，声明 

などの資料がある0)
( 1 7 ) 『資料 •戦後20年ぬ（1 ) j  655頁。

(1 8 ) f世界j 1 9 5 0 1 j i 3 月母9 また, rEがこび平和について—— 平和}I{堀談話会研究報告J ( f 世界』1950年12月せ）を参照。
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"1949年秋〜朝鮮戦-ホ，，における占領政策♦講和政策 

現するための好条件をうみだした0 アメリカ陣営によって共産主義の脅威が強調されるもとで'，ア 

ジア諸国や日本国内でも，米軍の軍事基地利用，日本の防衛力後立を止むを得ないとする考えが強 

まった。また日本では，朝鮮戦争ブームが深刻なドッジ不況の後に訪れただけに，アメリカ陣営に 

入るととに•よって軍拡化のもとでの経済的利益を享受しようという期待が一 ■■政府，財界はもちろ

ん，労働者の一部にも-----高まった。

アメリ力は，朝鮮戦争下のこうした国際状況，日本の状況を有利に利用しつつ，対日講和をいっ 

きょに成立させようとする。吉田内閣もまた，朝鮮戦争下も "全面講和論"を抑えていくと同時をこ， 

アメリ力Vこ対して一定の交涉力をもって講和を結ん' いく絶好の機会とみなす。

アメリカは最初， アジアの太平洋地域で米，日，豪, ニュージーランド，比を含めて， N A T O  

と類似した反共集団安全保障体制を確立する計画をたてており，，51年 1 月25日以降，ダレスが大統 

領特使の資格をもってこれら諸国を歴訪，交渉に入ったが，交渉難航の結果，この構想は破棄され，
(19)

アメリ力と各国との個別的な安全保障条約となった（後述)。

こうしで，1951年 9 月 8 日，サンフランシスコ講和会譲の最終日に「日本国との平和条約T re a ty  

Of Peace W ith  J a p a n jが調印され翌年4 月28日発効となったが，これは同日調印，同日発効と 

なった「日本国とアメリ力合衆国との間の安全保障条約Security  T re a ty  Between Japan And 

United State  O f America」と密接不可分のものであり，国際的にみて軍事的意義の大きい講和 

となった。 .

( 4 ) 講和条約の発効によって日本の占領は終了するが，この講和条約，日米安保条約は，占領終

了後長い間にわたって日米関係，日本の国際的位置を根底的に規定することとなる。

第 1 は，.講和条約が，講和条約本来の目的である第2 次大戦の鞭争処理という点からみて，きわ

めて一方的で不充分なものであったことである。 .

日本の15年戦争で最大の被害をうけた中華人民共和国は，講和会議に招請されることもだかった。
(20)

(周恩来外相は1950年I 2月4 日，对日講和条約の準備.*起草および調印に当然參加すべきことを強調していた。
(21)

英国は，中共政府を对日講和の交渉に參加させるべきことを米fflに要求していた。1951.4.11.炎IB外務省発ま。）

注( 1 9 ) ダレスは1951年 1 月2 5日，来日，講和の交渉に入るが，その経過は对日講和がアジアの反共安全保障休制と不可分離 

であることをしめしている。

グレスは，日本で吉U1首相はじめ各界代表と会談した後2 月11日比，丧，ュュージーランドへ交渉のため旅* ゥた。 

し力、し，豪，ュュージーランドは，米国のみとの相互防衛条約を希望，比は对日賠償に強硬な姿勢をしめしたしまた 

英国はマラャ，香® をこれに加えるよう強く主張した。このため，ダレスはこの做想を破棄し各国と個別的な条約を 

結ぶ方式を採ることとなる。 ,
ここには，ョ~^ロッパのN A T O とは爽プぶるアジアの2|f情の複雑さと，アメリ力にとっての旧難さがしめされている 

し，同時にまた，アメリカにとってのアジアにおける日本，沖妮のffi要性がしめされている。

( 2 0 ) 『資料，戦後20年史（3 )_! 471〜 H o .

( 2 1 ) 『戦後资料，日米関係j  2lM o
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朝鮮は公式には日本と戦争状態になかったという理由で招請されなかった0 インドのネール首相は，

米軍の日本驗窗，中国の除に反対■し，日本の主権を侵害しアジアの現状を無視した講和はアジア
(22)

の安定に寄与しないと主張していたが，1951年 8 月23日講和会議出席を拒否し草案に調印しないと

の覚書をアメ ！) 力へ送った。ビルマは7 月22日，賠償が明記されていないという理由で草案に反対， 

出席を柜杏した。他方，社会主義諸国のうち，ユーゴは不参加，ソ連，チユコ，ポーランドは会譲 

に出廣し会譲を調印の会譲から条約の検討， 正の会譲とするよう要求したが拒否されたので,反 

対意見のみのべて途中欠席，調印式へは欠席した。

この結果，中国，印度などアジアの大多数の人々を担除し，ソ連などを排除したままの講和とな 

った。

しかも，講和会譲以前には，米英は中華人民共和国と中華民国国民政府とのどちらを選ぶかを日 

本の選択にゆだねるとしていたにもかかわらず，講和条約.日米安保条約が日本の国会を通過した 

後，ダレスが来日（1951.12»10),アメリカ上院での条約批准のための条件として中華民国との平和 

条約綺結, 国交回復を迫り，ぃゎゅるダレス宛吉田書簡（195し12‘24.’52.1.16‘公表）でその確約をと
(23)

りつけた。この結果，講和条約，日米安保条約の発効する1952年 4 月28日に，「日本国と中華民国と

の間の平和条約J が調印された。これによって，その後長期にわたって,日本は中国本土の中華人 

民共和国に対して戦争状況終結の法的手続きをとらないぱかりか，日華条約，中華民国嚴認によっ 

て敵対関係をとることとなったのである。

このことは，その後の日本の資易問題をはじめとする経済問題に対しても重要な規制を与えるこ 

ととなる。 .

第 2 は，沖繩などを本士から切り離し，アメリ力の施政権下におき，これらをアメリ力のアジア 

軍事体制における耍としていったことである。 純は，1945年 4 月1 日米軍上陸，3 ヶ月間の激 

戦の後，米軍の直接軍政下におかれていたが，日本の無条件降伏の後も，アメリカは沖繩の軍事的 

重要性に注目して，沖綿を本土から切り離し，直接軍政を継続していた。1949年秋の中国苹命勝利 

のもとで，沖耕1の軍ぎ的重要性は格段と強まったため，アメリカは，沖綿を暫定的基地から恒久的

軍事基地としていく基本方針を決定し，1950年度会計に恒久的軍事基地建設予算を組むとともに，
(24)

占領統治政策の全面的改本を行なった。朝鮮戦争はこの路線を一層確定的なものとしていく

講和条約は* 北緯29度以南の琉球諸島など商西諸岛，小笠原鮮島など南方諸鳥をr合衆国を唯一 

の施政権者とする信託統治制波の下におくこととする国際連合に対する合银国のいかなる提案にも

注( 2 2 ) 『資料, 戦後20年史（3 ) 』ソ7 (m 。

( 2 3 ) 『資料，戦後20年史（1 ) j  665Ko

( 2 4 ) 以上については，中野好夫縮 r戦後資料，沖狐！（1969か:，日本評論社） rが 2 肌統洽カ針の確立 (1 9很 10〜5 2 .4 )j  

を参照。なお，インドは対日講和会議への出廣狼否の^觉書(1 9 5 1 .8 .2 )のホや，沖線，小笠原の処理に対する不満を强調 

し，これが r 日本圓民の大部分にとって不満のもととなることは必至であり，極柬における将来の紛争と则争のたねと 

なる可能性をもつものであるo j という。 '
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"1949年秋〜朝鮮戦争"における占領政策.講和政策 

同意する」ことチ力が、る提案の可決までは合衆国がこれら諸鳥の倾域（領水ふくむ)，住民に対し 

『行政，立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとするJ ことを規定し 

た。（アメリカはその後，信託統治制度についての提案をまったく行なわなかったので，事実上，後者の規定 

によるアメリカの強力な施政権が長期永続していった。事実の推移からみて，最初から信託統治にかんする想 

定は，寡の目的に対するカムフラージュであったという解釈も許されよう）。 '

' f
第 3は，講和条約と一*体をなす日米安保条約によって，日本が米国の「極東」軍#体制の一環に 

 非常に従属的な関係において組み入れられたことである。

安保条約によって，アメリカの陸•空 . 海軍は「日本国内及びその附近に配備する権利」を無期 

限に r許与J されたが, この駐僵米軍は日本の安全保障の義務を負ってはいなかった。それにもか 

かわらず，この米軍の任務の範囲が日本.本土にとどまらず， r極東 the Far E a s t jにまで拡大さ 

れたため，その後しぱしぱ問題となったように，日本は，日本を基地とする米軍の作戦行動によっ
(25)

て 「極東」における粉争，戦争にまきこまれる危険をもつこととなった。

しかも，この安保条約は，米軍の駐留権を棵定したのみで，駐菌を I■規律する諾条件J はすべて

日米両間で結ぱれる行政協定に委ねるとしていたが，講和条約，安保条約の日本の国会での審議

♦ 議決の時期（1951.10月〜11月）には日米行政協定は缔結されていなかったため，国会は米軍の駐

窗，基地利用などにかんする諸条件の内容をしらないま両条約を審議•議決したわけである。翌

年調印された日米行政協定（19ら2.1 .29より会談，2.28調印，4 ,28発効)は, 米軍の配備，基地利用，資

材調達（免税）その他について各種の特権を認めていたほか，刑事裁判権をはじめ治外法権的な不
(26)

平学な関係を容認したものであった。この結果，その後, 現在にいたるまで，基地間題，米軍演習 

をめぐる深亥！な問題を生みだすこととなった。

第 4 は，安保条約の前文で，アメリカが日本に対し「直接及び間接の侵略に対する自国の防衛の 

ため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。」 として， ま衛カ増強を不明確な形で課したことで 

ある0

注( 2 5 ) 第 1 条では, rこの軍隊ほ，極東における国際の平和と安全の維特に寄与し， 並びに， 1 又は2 以上の外部の国によ

教唆又はデ渉によって引き起された日本国における大塊摸の内乱及び闕じょうを鎮£Gするため日本国政府の明示の要 

請に応じて与えられる援助を舍めて，外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与■するために利用することができ 

るo j となっている。

米車は r……日本® の安全に寄与.するために利用することがでさるo j というのみで， H本の安全保障の義務をっ 

ているわけではなかった。つまり米軍の意思によって出動することも山来るし，111動しないこともT5J能であった。それ 

にもかかわらず米填はr 日本国における大担摸の内乱-及び碌じょう-■̂鎮IEするJ ための r援助J にまで出動することが 

認められていたのである。

なお米軍の任務の範IA1が r極束j にまで拡大された点については, r極]{ t j の範囲が明確でないため，そ の 後 r極束J 

の範旧の解釈が紘張されていくという問® もある。

( 2 6 ) 日米行政liiy速における調達塊定の内容や，講和後り米軍の調速については，調速；t 総務部調查•課r 占領調達史 ——  

占倾Sfi調達のお調一一-J (1956印，調達庁総務部調查課) を参照。

  .
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ダレスは，講和交渉で日本の自衛力強化，再軍備を再三強く要望したが，日本が憲法第9 条によ 

る制約や日本® 民の平和思想，経済力による制約などを理由に時期尚早としたことや，インドをは

じめアジア諸国の日本再軍備反対が強力であったことなどを考慮して，結局現行警察予傭赚の増強
(27)

，整傭という形による衛カ強化に落着き，上のような前文で妥協した。

これと対応し，講和条約，安保条約の発効に先立ち，吉田言相は1952年 1 月11日警察予備隊を11 

万人へ増員するよう指示するとともに海上警備隊を創設（4.26) , 同年7 月31日には「保安庁法」公 

布によって警察予備隊，海上警備隊を統合して保安隊へと改組した。内容的にも「警察予備隊合J 

では I■■家警察及び自治体警察を捕うものJ とされていたのが，r保安庁法J では rわが■の平和 

と秩序を維持し，人命及び財産を保護するため，特別の必要ある場合において行動する部隊J とな 

る。（その後，1954年6 月9 日， r防衛庁設置法 I•自衛隊法J 公布により，陸海空3 自衛隊の設置と増員が 

決り，その内容は!■自衛隊法j では，r直接浸略及び間接侵略に対しわがfflを防衛することを主たる任務とす 

るi こととなる0)

( 5 ) なお，アメリカは対日講和条約• 日米安保条約とともに，アジアの諸国との間の相互防衛条 

約をつぎつぎと成立させていった。対日講和条約•安保条約の調印と同じ頃， r オーストラリア， 

ニュー，ジーランド及びアメリ力合衆国の間の三国安全保障条約J (アンザス条約，9,り および r r  

メリ力合衆国とフィリピン共和国との間の相互防衛条約J (8.30)が調印された。なお1953年の7 月 

27日，朝鮮での休職と外国軍隊の撤退を規定した朝鮮休戦協定が調印されるのであるが，アメリカ 

は休戦協定調印の直後の8 月8 日， 「アメリ力合衆国と大韓民国との間の相互防衛条約J に仮調印 

(10.1.調印)，米軍の韓国驻廣の保誰をとりつけた。これによって朝鮮統一交渉の道は閉ざされた。

このようにしてアメリ力はこれら諸国を統轄して太平洋反共軍事体制を作り上げていったのであ 

り，対日講和条約，日米安保条約はあくまでもその最重要な一環であった。

以上の結果，1952年 4 ^ 2 8日，講和条約，安保条約の発効とともに占領は終了するのではあるが, 

しかしそれは日本が自由な独立国として国際社会に登場し自虫な選択によつ て諸国との関係をとり 

結んでいけることを意味するものではまったくなかった。以上で指摘したような政治的，軍事的粋 

組みを容認したぅぇでの1̂?領終了でぁり, . かかる政治的•軍事的梓組みのもとにおいてのみ国際社 

会に登場すあこととなるのであった。

第 2 節 対 0 経済政策 

前稿でみたように， 日 本 を ア ジ ア の r反共の防壁」‘ r 反共の工場 J とするため資本主義的に激化

注(2?)この過程については，前海, 西村熊細rサンプランシ; コ平利条約J 统2 章, 秦都彦r史敏日本W ifi備J (1976板 

文装卷秋）を參照。 ,
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させていこうという占領政策一 ■占領政策の変更—— はすでに1947〜 8年に明らかになっていた-し， 

経済9 原則ニドッジ* ラインは対日援助削減，インフレ抑制を実現するという内容をもった経済力 

強化の政策であった0 しかしそとではなお，r皮共の工場j は， アメリカの援助なしでインプレを 

抑制し競争力を雖化するという内きにとどまっていたから，ドッジ，ラインは大量解履や劣弱企業 

の陶汰による"合理化" を促すとともに，深刻^̂̂：ドッジ不況を生みだし，日本経済に对し長い停迷 

を余儀なくしていったのである0 '

ところが， "1949年秋〜朝鮮戦争" は，アジアにおける日本の重要性を格段と高めることによっ 

て，はるかに強大なr反共の防壁J '• はるかに強力なr反共の工場J を要求していった。

ただし，すでに指摘したように， "1949年秋〜朝鮮戦争"においてアメリカが緊急課題と考えた

めはあくまでも第1 節でみた韋事的. 政治的間題であって，経済的問題はそれに对しいわぱ^̂ -廣^；
, ■ ■

なものとされていたとい免る。事実，第 1節でみた軍ま:的，政洽的課題についてはきわめて早急に

具体的政策がfこてられ具体的な措置がはかられていくのに対し，経済問題については，日本経済力

の強化という基本方針ははっきりしでいたにしでも，経済力強化の具内をネ方向性は必ずしも

明確とはいえなかった。アメリカにとっては， 刻も早くアジアにおける共同防衛体制を確立し，

日本（本土)，沖繩をその重要な環としていくことが緊急課題であって，日本経済力の強化の内容や

方向性は，それをま施していくなかでおのずと明らかになるとされていたのであろう。さらにますこ，

朝鮮戦争の軟局は非常に激しい変化をしめしたので，この面からも，アメリカの日本経済に対する

要求♦具体的政策力'?動揺するということがあった。

したがって，この期におけるアメリカの対日経済政策は，朝鮮戦争•アジアの状勢の变化の影 

響をうけつつ，日本およびアジアの共同防衛体制，日本の!^衛カ増強の推# によって規定されつつ， 

かなりの変：(匕をしめしているし，具体的内容も必ずしも明確とはいえないが，むしろこうした推移 

，不明確さのなかに，この期のアメリカの対日政策の全体像—— 軍事♦政治と経済との関係一■一 

0 米経済関係の特質が反映されていると思われる6 そして，こうした推移におけるある時点，ある 

いはある-^側面のみに注目するならぱ，当時の現状分析や論争（別稿）にみられるような一面的把 

握におち入ることとなる。それゆえ，本節ではこれらの推移•不明確さをあとづけ，そのな力’、にこ 

の時期の対日経博政策の特徴をみることにしたい。

. ， ‘ ■ ■

( 1 )朝鮮戦争は，アメリカのアジア戦略遂行にとっての日本の経済的重要性を碟証したが，それ 

と同時に他面でほ日本経済の脆弱性—— ■アジアのr反共の工場J としての不充分さ一~^をも明るみ 

に出した0.

わが国の鉱工業生産は，庞大な特需と輸出増加によって意速な拡大をとげ，鉱工業生産指数は朝 

鮮戦#•下 の ’50年10月，軟前水準（1舰〜6年平均ニ100)を突破するが，しかしわが■では技術改良

— 107(7^jT)——
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をともなう設欄投資は敗戦以降なお実施されていないため，生産設備の老朽性，後進性はあまりに 

も深刻であった。世界的な軍拡プームで価格は世界全般で上昇P 向にあったが，わが国における顕 

箸な価格騰貴：（igSO年6月に比してのS1年4 月卸売物制の上昇は，アメリカ16.1% ’ イギリス19 ,7% に対し， 

日本51 .9 % )と価格の国際的高位性は，国際競争力のさをしあした。他方，朝鮮戦争米軍の  

活動拡大と国内生産拡大による需要急増のもとで，軍事活̂動.産藥活動の基盤である電力その他の 

-鉄道，道路，海運一-，電信，電話の供給能力の不足，供給設備の劣悪さもエネルギー，運輸-
(28)

深刻であった。 ， .

他方，朝鮮戦争勃発後，アメリカは中国向け輸出の禁止を指令（195ひ‘12.6),中画は報復措置とし 

て日本向け輸出を中止したので，日本は鉄级石，強粘結炭，大互，塩などの輸入をアメリカなどの 

遠隔地にもとめることを余儀なくされた。他方，アメリ力では，12月16日の国家非常事態宣言によ 

り経済統制が強化され，軍镜関連の原材料♦資源の軍需生産への優先的割当てなどがすすんだので, 

重要原材料•資源の（アメリ力からの）輸入はアメリ力の政策的決定に依存する状態にあった。.

こうした状況のもとで，G H Qはとりあえず，G H Q の管理下にあった見返資金を利用して電力， 

海運，鉄道，電信，電話などの設脚改良•設備拡大を促していくが，もちろんこれだけでは不充分 

であるし，見返資金はその性質上，对日援助の削減，廃止とともに縮小，廃止されるものであった0 

以上のような事:情を背景に，いわゆる" 日米経済協力" の問題が生じてくるのである。

( 2 ) " 日米経済協力" 問題の発生は，朝鮮戦争拡大，アメリ力の急速な軍事力拡大政策，非常ぎ 

態宣言……のもとで，1951年 1 月講和をいで取り纏めるぺく来日したダレス特使が，講和•安全
.ム (30)

保障構想を明らかにしたことに端を発するといわれている。もっとも，との時のダレス•吉旧会談

> ± (2 8 )当時の日本経済の動向については，別稿で考察する予定である》 ■
(29) r 日本開発銀行十年史J (1963年)別編, 第.5, 6享。

( 3 0 )経済企画庁戦後経濟史編算室編『戦後経済史（経済安定本部史)』（1964年，大蔵翁印刷局）は，r 日米経済協力への 

動き」の抬頭を'0 ぎのようにのぺている0
r昭和26年 1月来日したグレス特使と吉in首相との会談により对日講和の墓本線が明らかにされたが日米共同防衛の 

見地から，まず両国問に広範な経済協力体制を盤えることについても原則めな了解ができた。

吉旧首相としては, 講和後わが国に対する集0 安全ぽ障，それを前提としての典同防衛に贊成し講和後もアメリカ軍 

の日本駐在を歡迎する態俊に出た以上，わが国としても進んで出来うるかぎりの『防衛力の資担』をしなければならな 

いとの考えから，まず-軍事的協力の前に経済的な面でアメリカに協力するのが，わがfflの現状にも無理のない措置と考 

えたとみられるのであろ。

このような考え方は，ダレス . 吉PI会談においてダレス氏からも示唆されたようであるし，政府ではこれに；S じて， 

さきに経済審議会で答中した経済自 * 3 力年計画を提出するとともに，通座，経本兩翁に命じて重要産業の生産能 

力，設備状況を調S させたが，析から渡米中であった-^ガW 日銀德栽もアメリカ高宜放と接触して0 米協力のあり方を 

打診した。J (227〜 8 頁)。

なお，この " 日米経済協力'，とよぱれるものの内料は，必ずしも明確ではなく，各論者によっで意味するところや力 

点のおき方などに差がある。その発端は大体，上のような解釈力;一般に認められているが，どの時期までをそれに含め 

るかについてははっきりしていない。

山本满15̂ は r r 日米経济協力J とはダレス特使の来Hによって対H講和準備が本格化する19S1年初め以降， にわかに 

クローズアジプされたg|画，期待，思惑，ね想，ス ガ ン ，あるいはそれらすベての混合物のととである。その突体 

は最後まであいまいであったが，むしろある意味ではそのあいまいさのゆえに，占鎮終結の前後にまたがる時期の政 

做 財 界 , マスメディアなどにおける对米阅係および日本の経济Hi立についての考え力にfli要な揪響を及は‘ しすこ。j と 

いわれる。（「冷戦と『日米経济協力J J , r国際、間紙！ No. 182, 1975年 5 月号)。 .
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"1949年秋〜朝鮮戦争"における占領政策 > 講和政策 、

では，講和，安全保障についての原則的了解がみられたとはいえ，アジアの安全保障体制の内容も 

まだ確定していなかったし，日本の防衛力•再軍備については意見の一致がみられなかったのであ 

るから， " 日米経済協力" といっても，共同防衛のためにr経済協力体制J を確立する必要がある 

という原則的な了解の域をでなかったものと思われる。 .

ところがその直後，G H Qが " 日米経済協力" につい't：具体的検討をするよう 一*連め指示を与え 

たので， " 日米経済協力" 問題はにわかに表面化していった。

1951年 2 月16日，マッカーサ-•は吉田言相に対し日米経済協力体制について棱討するよう指示し， 

同19日にはマーカット経済科学局長が経済安定本部長官に対してrアメリカの軍需生産拡大の要請 

に即応するよう日本の産学，生産計画を調整すべき旨の意向j が示された。経済安定本部はこれに 

先出ち，朝鮮戦争勃発後GHQによる総合経済政策立案の指示（て0.9.7) のもとで, r経済ま立3 力 

年H•画J を答申していた（，5し1，20 )力' : , G H Qはこれを2 ケ年に疲縮するよう検討を指令した。さ 

らにまた， 2 月には，G H Qから亦公式に，（1 ) 主要産業の未據動設備を稼動させたうえでの生産 

水準 （Top Level)と， （2 ) 未稼動設備の稼動と必要な拡張に要する資金•原材料，についての資 

料を求められ, 若干の業種にかんするG HQの試算が内示されたので，経済安定本部では極秘に重 

要産業61品目について緊急算定作業ニいわゆるトップ. レペル作業を行ない，その結果をGHQに 

報告した。（このトップ，レペル作，は，その前提として，対日援助としてアメリカ国防費の一̂部 （約2,000廣 

円）を供給され，原料は必要量をはぱ供給され，輸入所要船舶についてはリバティ船が資与されること，また国 

内生産拡大のための最大要件である電力供給については，外資導入による電源開発促進，火力発電設備のフルま 

動，アメリカからの火力発電機輪んを想定して算.定されたものである。）さらに経済安定本部は大蔵翁と 

協譲のうえ， 3 '月末, 経済協力のための経済政策をGHQに提出，GHQは早急に生産拡充計i l jをた 

てるよう指示したので，経済安定本部は4 月に，具体的な生産拡大計圃をたてG H Qに報告した。

以上のGHQの一*連の指令は，トップ• レベル作業の想定にも明らかなように，アメリ力に原林

料，資金，技術などを依存しつつ，アメリカの需要（軍需）拡大に対応して生産能力を拡大させて

いくという内容をもった調査，計画であった。したがって，ここではr 日米経済協力といっても，

それはわが国経済の生産設備，生産能力の調査といったようなもので,何ら契需を伴った具体的な 
(32)

動きではなかったJ のではあるが，このような調查. 計画が指令されたことは，当時のGHQが， 

朝鮮戦等の激化のもとでアフリ力軍事力拡大•軍需増大^直接結びつけて日本の生産能力の拡大を 

考えていたことを示唆するものであり，それゆえに日本の政府，財界に，かかる内容の"日米経资

注( 3り以上の一速の指令については，それら指令にもとづいて直接檢討，調査，許画立案を行なった経済安定本部に力、んす 

る 『戦後経済史（経済安定本部史) JI (前掲）第 6 章第 5 節 r日米経済協力J および第7 ぎ第 3 節第 1 項 r 日米経濟はカ1 

を参照した◊

( 3 2 ) 同上，260Ho ，.

- — m m s ) ——



『三ffl学会雜誌J 73巻5 号 （m o年10月） 

協力" への期待をにわかに高めるよう作用したのであ ^3̂ )

( 3 ) しかし，その後" 日米経货協力，，が上のG HQの一連の指令から想像されたようなr甘やか
‘ (34)

されたものJ でないことが明らかになった。 " 日米経済協力，，'にかんするアメリカ政麻•軍首脑の 

意向を打診するため約3週間渡米してきたマーカット経済科学局長の帰任後の声韻5& ‘i 6‘ghQ発表） 

は，アリカ政府には，アメリカの軍需増大と直接結びつけ，日本に対して需要，原料，資仓などの 

優遇措置をはかる考えがないことを明らかにした。すなわち，米国の調達はあくまでもロらロ 

と価格競争との基礎に立ったJ もので，r調達命令を長期的に発しうる単一♦な総合計画は，存在Jせ 

ず, 「発注はI I由競争に基いた契約Jとして行なわれること，したがって「製 品 の 価 ;^

準に合致させるような政策J を考えねばr諸国と太刀打ちできなくなるであろうJ とと，を強調し 

た （傍点，弁村)。また旧際金融機関の加盟のためには，国内インフレ抑制の恒久的施策や加盟の基 

本予託金の財源確保などの条件がみたされる必要のあることをしめした。

以上，マ-*カット声明は，朝鮮特需ブームの延長線上や" 日米経済協力"に甘い期待をよせてい 

た日本の政府，財界に对し, アメリカ側の要求の厳しさを示したものであった◊ ただし，マーカタ 

ト声明は，他方では，[米国は， 日本の可能なX 業力を東南アジアの原料生産の増加と可能な工業 

力の增強とに最大限に利用できると考えている。日本は現在軍需生産に全力をあげている国々力，、供 

給できない資本財及び消費財を東南アジアその他の地域に輸出する好機会に恵まれている。」ことを 

指摘したので，電力，鉄網などの基礎産業部門において技術改良投資を中心に競争力を強化して， 

東南アジア方面での"協力" を求めていこうとする動きを刺激♦促進した。

なお，アメリカ政府は5月14日，GHQを通じ， 7 月1 日 （I 952年度予算）以降，対日援助の削減 

(同年度内に講和条約調印のさいは，その後打切り）と，アメリカ占領軍の維持費の一*部負担，を実施す 

ると発表した◊ これもまた，マーカット声明とともに，日本にポし，技術改良投資などによる経済 

力強化を促す作用を果たした。

マーカット声明や料日援助打切りは，先の一連の指令を出したG HQの意向とアメリカ政府筋と 

の間にかなりのくい違いのあることを示していたが，その背後には朝鮮戦争の戦局の急激な変化が 

あった。朝鮮戦争は1950年後半に急、激な拡大をつづけ世界大戦への危険さえはらんでいたが,中国 

本土爆撃をもふくむ攻撃的戦略の主唱者マッカーサ一は4 月11日籠免され，アメリ力は戦闘縮小か

注(33) r経済体述合会十 ip史(上; (1%牌 ，中央公論事業出版）は，本論でのぺた2 月16日，19日のGHQの指令にっい 

て，rとこにはじめて， 日本を反典の防撞として责成するアメリカの世界戦路体制が，：.はっさりと具体的な形を;*って 

現われたわけでをそo._| (2 1 6 K )とのべている。日本の財界が，I 947,8年に行なわれた占領政策の変更の[具体的な‘..… 
現われJ を，ここにはじめてよみとっていることは注目に価する。 .

( 3 * 1 ) f戦後経济史济安走本部史 X! 237H。

( 35) マーカット辨明の全文は，r戦後経济史（経5：̂安定本部史)』付録，r資料，戦後20律史（2 ) J 143〜 5 頁に収録されて 

いる。本文の51用は前者によるが，一部のみ訳を资えた。 . ■
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"1949年 秋 朝 鮮 戦 争 ，’における占ま政策♦-講和政策 

摸 索 し は じ め る 。 マ ー カ ッ ト の 渡 米 • 帰任声明 , 対 日 接坤 打切 り発 表は ， マッカ ' - サ ~罷 免 の 直 後  

のこ と であ る。

プッカーサ一の去った後，占領政策は，仕上げの段階に入っていた対日講和と直結し，対日講和. 

にもとづいて具体的措置をはかっていくものとなっていく。（ャシカーサ一の後任リッジウェイ総司令 

官は5 月1 日，日本政府にポツダム政令の密議を許可，日本政府は政♦ 諮門委_1会を設置，51年後半よりGHQ 

の了解のもとに各糖のlil領管理権0 移譲がすすむ0) •

(4)1951年中葉，朝鮮:戦争はマッカーサーの罷免（4.1 1 ) ,マリク国速ソ連代表の休戦提案(<3.23)， 

休戦会談開始（7 .1 ) ,を経て休戦の方向にむかうとはいえ，朝鮮， インドシナはいぜんとして不安 

定であり，アジア状勢は長期的な緊張持続の様相をしめしていた。 ’

こうしたなかで， テンポで講和条約•安保条約の仕上げがすすむが/講和後の日本に对するア 

メリ力の政策の中心は第1 節でみたようにあくまでも軍事的なものであって，経済に対する政策は， 

この中心的政策^ 軸として，それとの関連において把えられていたといえる。

講和後のアメリ力の对日政策目標を恼潔にしめした19S1年 5 月17日の国家安全保障会譲の決定
(36)

(NSC, 48/4)でも，この点明らかであって，対日政策の中心はアジアの反共体制に対する軍ぎ的r貢 

献J におかれ，日本を「極東の安全保障と安定に貢献しうるような国家になるよう援助することJ 

が中心目標にすえられて,いる。そして，経済問題については， この中心目ぽとの関連で，「日本が 

経済的に自立し，アメリカとアジアの非共産諸国の経済安定のために重要な物資とサービスの生産 

をなしうるよう援助する0 とくに低価格の軍需物資の供給に重点をおく oJとされている。

なおここではr アメリカとアジア J への供給となっているが，こ の 「決定」ではアジア諸国にお 

ける反共体制の確立の援助が中心課題であるし，当時の状勢からみても，中心はアジア諸国への供 

給 （アメリカの域外調達ふくむ）であると考えてよいであろう。 朝鮮戦争は-^応休戦の方向にむかう 

とはいえいぜんとして朝鮮，イソ ドシナ状勢が不安定で緊張が長期化の様相をしめすこの時期には, 

アメリ力自体の軍需生産拡大は沈静化が予想されるものの，アジア諸国への援助がア メ リ に と ゥ  

て緊急問題となりつつあったからである。 ，

いま一*つ，とのr決定J では経済関係は上の指摘だけであるが，r警察予備膝と海上鲁備隊が効率 

的な軍ぎ組纖に発展するよう編成，訓純，装備を激化し，『適切な軍事力』に成長することを援助 

するJ とされているので，このことと関速して日本の防衛力強化のための経済力強化というととも， 

この「決定」で想定していたかどうかはともかく—— 講和後の対日経済政策の重要目標の一つ.

となっていく。

当時のアメリカ側の動をあわせて考えてみても，講和後の対日経済政策の重要目標は，第 1節

注( 3 6 ) この決定内容については，參郁彦r ァメリ力の対日占倾政策j  (53便 ）を参照した0
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でみた講和条約，日米安保条約のしめす基本的目標にそくして，（1 )アジアの反共俘制の確立，維 

持のために物資，サービスを低価格ヤ供給するよう日本の経済力を強化することと，（2 )日本の防 

衛体制強化一 ■日本の自衛力強化と（講和後〉日本駐留米率維持の防衛分担費の鱼担—— のために 

日本の経済力を強化すること，すこあったといえよう。

対日講和交渉の最高責任者であるダレス特使は，1951年 1 月の講和交渉開始以降，再三日本の防 

衛カ張化- 再軍備を要望し，（再軍備をふくむ）日米共同防衛のための日米経済協力を主張していた 

が，それと同特に，講和後において，日本の経済力をアジアの開発援助と結びつけていく構想をも 

っていた。

ダレス特使は对日講和後の日米開係についての外人記者会見（195し4 ,19) でつぎのようにのべ 

ている。r… 将来の日本経済は, 後進国が必耍とする生産財一 レール，機関車，クレーン，ト 

ラック，ジープ，灌槪計画や, 港湾施設のための設備を創出し，これと交換に鉄鉱石や原油，生ゴ 

ム，鎭きの原料および食糧を輸入することとなろう。この過程にすすむための呼水的な機能を果す 

ためにECA援助が活用されよう。 この日本の原料確保は米の国防生産への協力において，ん

くに相対的に少量の原料と，日本が提供しうる多量の熟練労働を要する種類の商品生産において可
(37)

能となろう。この生産は現在SCAI>において計画がすすめられてい:6oj

また，1951年10月28日， ドッジ氏が4度目に来日，約 1 力月にわたって日本側主脳と会談したが，

「氏の使命は日本の防衛力の裏付けとなる財政能力の測定に重点がおかれ，防衛分担金と警察予備
(38)

隊費を日本がどれほど負担し得るか，に重点が向けられた。Jという。 ドッジ氏は滞日中，輸出の促

進や物価上昇抑制に対する政府の政策が手ぬるいと再三警告を発し，離日声明でもr産業の合理化* 

能率の増進，生産費及び施格の切下げなどの継続的J iつますます積極的な行動J とともに，「不急

物資輸入J や国内消費向け生産のための輸入の削減と輸出増大を強調し，その輸出促進をr東南ア

ジアの開発」 に結びつけている ◊

ドッジ氏はつぎの，ようにもいう。

r日本の業界人などは日米経済:協力はアメリ力からその具体的な計画が示されると考えているよ 

うだが，これは誤りである。日米経済協力は，日本が国際収支を改善して経済的に自立するために 

行なうもので，そのためにはどうすれぱより多くの受注や輸出を増加することが'Cきるかを自ら考 

えるべきである。

政府が考えている協力のため迪絡協議会の設置は，その意味では日本の政策をアメリカの政策に

適合さすのに役立つから，早急に活動するようにしてはしい。又束南アジアの開発は，ドル不足改
(40)

善策としても，速賞節約のうえでも必要だから極力推進してはしい。J

法(3 7 ) I•資料，戦後20印:史（2 ) 』141貫。

(3 8 ) r戦後経済史（経済安定本部史) 』259H。

( 3 9 ) ドッジ氏の離日声明（1 9 5 U 1 ‘ 29 )。同上の付•錄に全文収録されている。

( 4 0 ) 同上，265〜 r速絡協議会J とは，経済安定本部長宵が会長となり51年11月16日設置されたものである-

- 112(7 びの
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" 1 9 4 9年秋〜朝鮮戦争"に お け る 領政策，講和策 

なお，わが国の侧では，経団連（経済@1体連合会）力な，1951年 1 月，ダレス特使fcよる講和交渉の 

開始と対応して，日米経済提掷懇談会（て、1.2.9 )を発足させ，アメリカ側の意向を把握しつつアメ 

リ力側に対し日本財界の各龍要望を提出する活動を行なっていたが，講和条約調印の前後の総司令 

部との会談や，10月の総司令部（経済科学局# 別補佐官モロ一, 陸軍省占領地担当局経済部長リ一ド博士)̂ ぶ 

ど）と日本財界との懇談会(1り‘25〜26) を通じてアメリ力側からえたr強い印象J をつぎのようにま 

とめているのが注目される。すなわちアメリ力側によれぱ，「朝鮮問題は-^応解決を見たとは言え， 

南北に分かれていることは，まさに従来どおりであって，いつまた再発しないともかぎらない。極 

東における安全保障に万全を期するには，日本にも白衛力を持たせ，アメリカの直接的負担をいく 

らかでも軽くする一*方，日本の遊休設備を活用して，東南アジアの復興に役立たせるとともに，朝 

鮮動乱の善後措置, お.よびアメリ力の® 防動員計画に，日本め経済力を活用したいという考え方が 

一貫して貫かれて、たことである。朝鮮動乱ブームで消費経済面の活動が急速に高められつつある 

やに見えた日本経きに対して，不急不舉物資の抑制と重耍物資の統制の必要性を繰り返し指摘した
(41)

のも，これらの事情を反映してのことであった。J

I

i

I

1

(.5 ) ところで, 講和後の経済政策の目標が以上の点にあることは明らかであったが，講和前後の 

時点では，それらを実現する政策の具体的内容や見通レは明確になっていなかった，と思われる。

たとえぱ，（1 )のアジア諸fflの反共体制の確立•維持のために日本の経済力を利用するという問 

題にっいても，国家安全保障会議決定ではr低価格の軍需物資の供給J に重点をおぐとなっている 

力りダレス特使では，' 日本による各種の生産財の供給と原料•資源•食糧の輸入という関係を通じ 

ての後進国の援助，開発となっており， ドッジ氏でも同じような東南アジア開発のようである。ア 

ジア諸® の反共体制の確立，維持のためのr貢献」であるとレても，軍需物資供給による軍ぎ接助 

と，資源，原料獲得と生産財を中心とする完成品供給とを'結びつけた開発とでは内容は異なるが， 

これらを吟味した上で具体的政策が明示されていたわけでは決してない。当時のアメリ力にとって 

は，第 1 節でみたように，アジアにおいて反共防衛体制を?！立することが急務であり，.その体制の 

確立•維持のために各種援助の必要度が急速に高まっていることは明らかであったとしても*アジ 

ア諸国に対してどのような内容の援助，開発を行なうぺき力、という具体的計画や見通しはまだは◊  

きりしていなかったというのが実状であろう。

1951年中葉，アジアの開発♦援助のために日本の工業力を活用しようというアメリカ当局の動き 

が活発し，ウィルソシ国防動員本部長官の構想の発( i) ,経済協力局（EC A )の東京事務所（アメリ

注( 4 1 ) 防衛生産委員会『防衛生産委員会十ギ史 (1964年) お貫。同様の見解は， 8 〜 9 K にもある。

G 2) ウィルソン構想は，束南ァジアから日本に原料を供給させ，日本には見返りに完成品，とくに資本財を輪出させると 

いう形セ日本経情の全面的活用をはかるというもので，ァジァで強力な経濟統合を実現しようという考えであゥた。

び朝日新I恥 1951年 7 月2 3日）。
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(43)

力の経博援助をうけているアジア諸国のための日本工業品の買付け後開）の設置，モロー経済科学局特別

顯問団長の調查団はじめ各種調査131のプジア派遣などが行なわれたが，これらはアメリカのアジア 

の開発，援助に対する本格的取り組みの開始をしめすものとはいえ,そこにほなお統一された具体 

的計画は存在していない6 (アメリカでは，との時期に, 対外援助は，相互安全保障法MSAによる軍事援助 

を主体とするものへ移り，，51年U 月末にぱ経済援助のためのECAは解消され，MSAの機関が新設されていく。） 

したがって, 日本に対しては, アジアの反共体制への「貢献j の基’礎として，とりあ免ずまず， 

朝鮮戦争特需プムのもとで露呈した日本経资力の脆弱性一^価格の暴騰と国際的割高に端的に現 

われた脆弱性—— を克服することが襄求されたのである。このことは上にみたマーカット声明，ダ 

レス特使やドッジ氏の発言などに一貫してうかがわれるととろであるし，講和後の日本経済の再検 

討を行なうため約1 ケ月間渡米し' ていたプーカット経済科学局長の帰任^ 1 ( ! 952.3.11，GHQ発表） 

でも明らかである。 •

経済安定本部が，G H Q の意向の推移， ドッジ氏の厳しい見解などをくみとって作った講和後の 

経済許画ニ I■経済協力試案J (1952.1月末）において，電源開発と「機械，設備の合理化，近代化」を 

中心とした資金援助と，r ま衛カ増加のためめ必耍資源の生産向上策Jとしてr設備，機械等を含めた 

外資導入」とを要請しようとしてるのは，以上のアメリ政策め現状のま映として注目されよう,

( 6 )以上のことは，講和の前ににわかにクロ，- ズ ‘ アップされた兵器生産•防衛生ま問題につ、、 

てもある程度共通しているように思われも。

G H Qは，占領直後の指令第3 号 （1945.9‘22) .で武器，弾薬，戦闘用海軍艦艇，航空機， これら
(46)

部品のすべてについて，r生産は許可せられずJとしていたのに対し，’52年 3 月8 日r 総司♦の承認
(47)

なくしては生産を許可せられず」とするよう指令，総司令部の承認があれば生産できるように

した。さらに4 月15日にはこの許可権を日本政麻に移譲してただちに兵器生産ま施を可能とした。 

4 月26日には航空機工場3 1 4 ,軍工場131を含む賠償指定850工場の返遺が行なわれた。

またバーディング米国防動員局次官も， r米国防生ま当局が日本の高度の工業能力を連合国の防衛努力に結びつけ.る 

方途を检詠中であるJ とのべた。（同上） ,
日本鉄鋼連盟『戦後鉄鍋史J (1959年) は，とのウィルソン構想やバーディング発言を，鉄鍋業に明るい見通しを与え 

たものとして取り上げている。（116買）

注 ( 4 3 ) これは， E C A の r米のアジア援助計画の遂行にあたり日本の工業を全面的に活用する計画J にもとづく見#的措 

置である。（r朝 日 新 雕 1951年 7 月2 9日）

(4C> r報 告 J は， 対 日 借 款 が 日 本 の 財 政 ‘ 金 融 政 ま ， r経 済 安 定 工 作 j ,  r借 款 支 払 計 画 j に 依 存 す る こ と ， 米 国 の 域 外 調 達  

に 参 加 で き る 範 囲 が ， T 米 国 の 使 用 可 能 の 資 金 J と， r 日 本 の 受 入 価 格 ， 返 済 能 力 J に よ っ て 規 定 さ れ る こ と ,生 ま 方 法  

の 改 善 ， 物 俩 の 引 下 け な ど に つ い て の 具 体 的 描 laが 必 要 な と と ， を 指 摘 し て い る Q ま た , 具 体 的 に r 日本 は 特 に 電 力 開  

発 及 び 海 運 振 W 計 画 に 注 目 す べ き で ， こ れ ら 計 画 を 遅 滞 さ せ て は な ら な W J と 指 摘 し て い る 。 こ の G H Q 発 ま は ， 前  

揭 r 軌 後 経 済 史 （経 济 安 定 本 部 史 ) 』 付 録 に ，収 録 さ れ て い る 。

( 4 5 ) 同上，26 6 ~ 7 K «

( 4 6 ) 外務雀特別資料部編『日本tii領及び管理重要文書盤（1 )J  81〜 2，H „ 『資料 ' 戦後20年史（2 ) J 10K»

(47) r資 料 * l|r後 20ギ 史（2 ) j  165K。
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. " I949年秋〜朝鮮戦争"における古領政策.講和政策

これによって，わが国!では兵器生産，防衛生産問題がにわかにクローズ•プップされていっだ6 

わが国政府は通産省重工業局に航空i l 課を設置，航空機のみならず一^般兵器生産の行政を担当する 

こ‘ととしたはか，r航空機製造法J C52, 7.15.公布) , r武器製造法J d 2‘n ) などの具体的对策をこう 

じた0 経@9連はかかるアメリ力の政策に対して，アメリカ側と交渉を重ね'^ん先の日米経済提 

携懇談会を経済協力懇談会に改m し（i 952.8. i 3.M式発足)，総合政策委員会，防衛生産爱員会，プジ 

ア復與開発委員会を設置し，当面は防衛生産委員会に「活動の®点を置いて新事態に対処すること
(49)

を決定しJ , ここに防衛生産促進活動は公然かつ活発に展開されることとなる。

しかし，‘ この時期にば，アメリカは，上にみた対日経済政策目標実まのため，兵滞生産の再開♦

進の政策を打ち出すものの，その将来に対し明確な計回)と見® しをもっていたとはいえない。 b

いうより，一方では日本の兵器生産能力のいちじるし、、劣悪さにより，他方では，前述のアi>プ状

態の不確定さ，さらに-W t重要な問題として日本のま衛カ增強めま現の不明確さによって，日本の

兵器生産増強について明確な見通しと計画をたてることが困難であったという方が適当であろう。

アメリ力が日本の兵-器生産を許可した直接的理由は，朝鮮戦争の過程で火薬‘ 弹藥'類の繁i l i i 達

の必要があったこと，航空機，艦艇の修理，修理用部品の善要が強まったこと，であった。 # ^ , ブ

兵器生産离開後，ただちに特需のなかで'兵器が急増したが，その大部分は火藥‘弹藥顏であっ

アメリカは, 日本の兵器生産にかんする調查から，日本の兵器生産能力がr米国筋の-#蜜にぞっお
, (51)

ものではなかったJ こと.を知っていたから，アメリカとしては，当面のところ，火薬，弾薬，車輔, 

航空機等の理を活用するとともに , 日本のi 衛カ増强と対応L T 兵器生産能力の拡充をはかる方 

針であったと思われる。 -

アメリカが講和後の日本に対してもっとも強く要望した問題は，安保条約前文に指於された日本 

の自衛力の増大であっ.て，.この増大する自衛力に対する兵器供給能力を成•強化していくこと力;， 

兵器生産に対する基本方針であった。講和前後，兵器の r域外調達の将来性J についてァメ j；力側

注( 4 8 ) 防衛生産委員会事務局長の千貧鉄也氏は，経団連内に作られた日米経済提携懇談会の発足，組織のあり方についても， 

その経済協力懇談会への改組についても，前もってGHQと話しあっていたという。（近藤完一 ， 小山内宏藍修r戦後産 

業史への証言（3 )ュネルギー]̂ 命̂ . 防衛生産の軌跡』1978年，毎日新聞社，215〜 6買，218〜 9頁など)。

なお，この千資氏のr躯言J は，兵器生産•防衛生産のぼ開.:大にかんし與味深い多くの問題に言及している。

(49) r防衛生座委員会十年史j  D貝。

(5 0 ) r.....同年( ’52j年 5 月に大阪機：！:が完成兵器生;^第1 号として4 ‘2 インチ迫擊砲528門を受注して以来，完成兵器およ

び鄙薬の発注は尻上りに増如しその後1年間の発注総額は7,329ガ9,000ドル，邦貨にして約が3廣8,000万円である。 

しかしそのめ訳をみると火典，弾莱の発注額は7,209万7,000ドルに達し総額の98.6%徹に当るのに対して，完成兵银 

はわずかに113ガ2,000ドルにすぎなく，率にして1.4%である。 しかもその完成兵器は野戦兵器で， これは戦時中には 

はとんど中小企業部門が生産を担当していたものであゥて，この点からみても兵殺:！:業の突休はまだまだJ茂弱なもので 

あることが知られる。なお，その後29年 7 月までの分は総it十6,500万ドルと推計されている力;，大部分が火薬， 5?ド典で 

あることに恋りはない。J (通ま大fS官房調查課編r戦後経济lOiji史J 1954年，259貝)。 ， -
< 5 1 )兵路生産許可に先だも， 1951年10月には米ダグラス航空機調查団による航空機製作会社の設備能力の調査，，52年 2 月 

には米旧家生途局♦ 厲工業施設部長クラ一クを中心とする工作機械調査’団の調査が行なわれだが, 調泰報告によると， 

日本の現状はr米国筋の耍望にそったものではなかったJ (同上, 28K),
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と交渉していた経団連によると，アメリカ側の「回答は，第一に日本の武器生産に対する受入能力
(52)

如何ということ，第二は，日本の自衛力漸増银模如何ということであった」という。

ところが，日本の自衛力は，すでに指摘したように講和発効前後, 警察予備隊の増員，海上警備 

隊創設，それらの保安隊への改組と，増大，取充していくものの，アメリカ側の要求どおりにはす 

すまなかった。その後アイゼンハワー政権ひ953.1月発足）で国務長官となったダレスは,日本に对 

しM S A 法適用による援助を行なうと発言（I953.5.5) , 日本の!^衛カ増大，再軍備に対する要求と 

それを前提としたM SA接助の交渉が具体化する（，53.7.15.MSA交渉第1回会合）が， 10月以降4 週 

間にわたって行なわれた池旧，ロバ- *トソン会談でしめされたように，アメリカ侧めき衛カ増強の

要求，それを前提とする軍需生産援助の構想は，あ,まりにも過大な要求のため，アメリカ側の期浮
(53) '

通りの結論にはいたらなかった。

このように，兵器生産，防衛生産の増強についても，アメリカ側の基本要求は明らかではあった 

が, 計画0 具体化は必ずしもスムーズにはすすまなかった。したがって，この時期には，兵器生産 

そのものを増強する作用よりもむしろ，兵器生産問題がアメリカの講和後の対日政策と結びついて

にわかにクローズ，アップされることを通じて，この兵器生産を支える基礎的重要産業一 ■電力，
、̂‘‘L.

鉄鋼，工作機械，造船など一一の技術改良投資，生産力発展を促進するという作用の方がはるかに

着実に効果をあげていくこととなるのであった。

X X X

以上では考察の対象はアメリカの对日経済政策に限定されている。

朝鮮戦争下の諸条件のもとで，第 1節でみた軍享的，政治的枠組みと第2節でみたアメリカの妹 

日経済政策の華本方針のもとで，わが国の政府*財界が一連の国独資的政策の整備をはかりつつ重 

要基礎産業の設備改曳投資を開始，1955年以降本格化する新鋭董化学工業創設， r高度成長J '展賊 

の基礎が作りあげられていくことは，次稿の分析課題である0

(経済学部教授）

注( 5 2 ) 『防衛生座委員会十年史j  49Ho

アメリカが，たえず日本の自衛力増強を要求し，それとの関連で防衛生ま大への援助を考えていたととは,前掲ひ 

千貧鉄lli氏め r証言J でも明らかである《

それゆえにまた，防衛生産委員会は，まず自衛力増大規模の試算のうえ兵器生ま能力拡大を計画した，有 名 な r防衛 

力盤織に関する試案J (1 9 5 3 .2 )を作ることになるのである。

( 5 3 ) アメリカ侧は, 地上部隊をただちに18万人に他逆し，将来32.5〜35万人に拡大するよう耍求したといわれている（秦 

郁彦 r史錄，日本取 i M 1 9 9 H )力;，mm  ♦ ロバートソン会談共同声明（，53. 1( U りでは，日本のr憲法上J, r経济- 
上J , ぽ算上Jその他の制約を# 慮して日本侧がr今後ともほ衛力の增强を促進するための努力を続けるであろうと 

ぃぅ形に落きぃた0 び資料，戦後20̂ |-こ史（1 )』645頁)， ，
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